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Abstract: One of the points of contention regarding the Fukushima nuclear disaster is the issue of "continuation of seawater injection." 

Site Manager Yoshida was ordered by officials from the Prime Minister's Office and Tokyo Electric Power Company's head office to 

stop seawater injection. Despite this, Manager Yoshida ignored the orders from higher-level authorities and continued to inject seawater. 

We discuss this case.  
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1.研究課題 

福島原子力事故の論点のひとつは「海水注入の継続」に関

する問題である。本稿では、吉田昌郎所長が官邸にいた武黒

一郎フェロー及び東京電力本店本部より菅直人総理の承認が

得られるまで 1号機への海水注入の停止を求められたにもか

かわらず、上位機関の命令を無視し、海水注入を継続した事

例を考察する。 

この問題を取りあげる理由は、福島原子力事故は 21世紀

最大の原子力事故でありながら、社会科学的な研究の蓄積が

不足している点があげられる。さらにいえば、本事例の検証

は、過酷事故における上位機関と現場組織の指示命令系統に

関するインプリケーション導出の可能性がある。 

福島原発事故独立検証委員会は、「事後的・客観的に見て

現場の判断が正しかったとしても、上位機関の命令・指示に

従わない対応をとることは大きな問題がある。こうした重大

事態において最終責任を負うのはあくまで上位機関であり、

下位機関が「自分の責任」で指示と異なる行動をとることは

本来であれば許されない［1］」と吉田の判断に問題があった

と結論づけている。本稿では、上記の結論を経営史学的に検

証し、上記の結論とは異なる仮説を提言する。 

吉田は上位機関から海水注入の中止命令をされたにもかか

わらず、海水注入をなぜ継続したのだろうか。さらに言え

ば、吉田の命令違反に関する判断は、経営史的にどう位置づ

けられるのだろうか。事故後 10 年以上の歳月が経過してい

る点を踏まえて、本稿では史料をベースとした経営史学的ア

プローチを採用し、上記の研究課題を検証していく。 

  

2 海水注入の経緯 

2.1．海水注入の時系列 

官邸では、2011年 3月 12日午後より断続的に 1号機炉心

に水を入れることの重要性、そして淡水が継続できなければ

海水注入の必要性についての検討がなされた。官邸 5階の首

相応接室での検討の末、12日 17時 55 分には経産相が口頭

で炉規法第 64 条第 3項に基づき 1号機の原子炉内を海水で

満たすよう措置命令を出した。しかし、海江田万里経産相が

菅に本件を説明したところ、「わかっているのか、塩が入る

んだぞ、その影響は考えたのか」などと海水注入の問題点が

聞かれた[2]。このやり取り詳細は、以下の通りだった。 

 

法律に基づく措置命令を出したから、私（筆者

補記：海江田）はその旨、すぐ総理（筆者補記：

菅）に報告した。 

総理は、私の報告を聞きながら、同行した班目

委員長に強い口調で尋ねた。 

「海水を入れて燃料が再臨界する可能性はないの

か？」 

班目委員長はなにやら返答していたが、その内

容はそばにいた私にもよく聞き取れないものだっ

た。 

さきほどの水素爆発で、それまで水素爆発の可

能性に一切言及がなかったことについて総理から

叱責された班目委員長が、すっかり自信をなくし

ていることは明らかだった。 

「再臨界の可能性はゼロとは言い切れないのだ

な」 

総理の追及に班目委員長は、苦し紛れに「ゼロ

とは言い切れません」と小さな声で答えた[3]。 

 



このやり取りを聞いていた細野豪志は、再臨界の恐れがあ

るのかと驚くとともに、再臨界の可能性を検討しなおす雰囲

気がその場を包んだと述べている[4]。 

官邸に詰めていた武黒が、菅と班目春樹委員長の会話の

後、「爆発で現場がめちゃめちゃに破壊されており、海水を

ひっぱってくるための管やポンプが使えるかどうかわからな

い。それを調べるためには 1時間半から 2時間かかる」と官

邸関係者に話した[5]。武黒の話を受け菅は、二時間後とい

うことであれば、塩の影響や再臨界の危険があればほう酸を

入れると中性子が吸収されて再臨界しにくくなるためそれを

検討してほしい、といった提案をした[6]。注水準備が再度

整った後に官邸メンバーにて協議する段取りとなった。 

東京電力では、12日 18時 05 分に内部会議の席上、海江

田から法令に基づく注水指示がなされた旨が共有され、19

時 04 分に海水注入が実施された。菅が淡水から海水に切り

替えると「再臨界」の恐れがあるのではないかとの疑問を抱

いて班目を厳しく詰問していた旨が、官邸に詰めていた武黒

から吉田に直接電話で伝えられた[7]。吉田は、せっかく開

始した海水注入を中止するわけにはいかないと考えた。テレ

ビ会議上は、海水注入を中断したかに見せかけながら、吉田

の判断で海水注入を継続した。菅の再臨界に関する発言は、

現場および東京電力本店本部関係者に混乱を与えた。武黒か

ら吉田への菅発言に関する伝達事項は、海水注入自体に何ら

影響を与えなかった[8]。 

後日、吉田は、「もう燃料が損傷している段階で、この炉

はだめだと。だから、あとはなだめるというのが最優先課題

で、再使用なんて一切考えていないですね」［9］と述べてい

る。1基あたり数千億円の建設費用がかかる原子力発電所で

あるが、吉田は廃炉をためらわなかった。吉田は、「経済

性」よりも「安全性」を重視したアクシデントマネジメント

をとっていた。 

 

2.2.海水注入に対する評価 

菅は、海水注入に関する一連の発言の趣旨として、海水を

入れた際に塩分で炉が腐食する可能性があるかという点、再

び臨界をする可能性があるかという点の事実の確認をしたと

述べている。再臨界に関する問答の中で、班目の回答に含み

があり、菅は「回答内容を吟味してほしい」と指示したまで

だ、と述べている[10]。 

他方、一連の海水注入を巡るやり取りに対する原子力有識

者による事後的評価は、概して吉田の命令違反を支持した内

容となっている。下記では、吉田の海水注入継続に関する評

価軸として、社会的正当性および事故対応効率性の観点から

検証をしていく。 

 

 2.2.1.社会的正当性の観点 

第一の評価軸は、社会的正当性の観点である。 

福島第一原子力発電所での運転員経験のある蓮池透は、海

水注入について「あそこで海水注入を止めなかったことによ

って、引き続き冷やし続けることができ、放射性物質の放出

が多少は抑えられた可能性はあります。もし注入を止めてい

たら、より多くの放射性物質が出たのではないでしょうか。

海水を入れて廃炉になるとしても、やるときはやるのが現場

の判断です。あの局面で海水注入を止めるという判断はあり

得ないと思います。吉田さんの判断は正しかったのです

[11]」と述べ、吉田の判断により放射性物質放出が抑制され

たとし、吉田の判断の社会的正当性を追認している。 

武藤栄は、「再臨界の可能性についての認識でございます

けれども、私どもとしては、再臨界の可能性は大変に小さい

というふうに考えておりました。社内で、最初に淡水を入れ

るときには、大変に小さい可能性ではありますけれども、そ

うした議論はあったように記憶をいたしておりますが、淡水

を海水に切りかえることで再臨界の可能性がふえるといった

ような議論は一切なかったというふうに思っております。物

理的にも、海水の方が原子炉を臨界にしにくいということは

自明だというふうに思っております[12]」と国会で述べてい

る。武藤は淡水よりも海水の方が臨界しにくいのは自明だっ

たと述べ、吉田の判断に正当性を与えている。 

 

 2.2.2.事故対応効率性の観点 

第二の評価軸は、事故対応効率性の観点があげられる。 

二見常夫は、「1 号機は非常に厳しい状況であったことを

示す解析結果で、もう少し消防車による注水が遅れたら、あ

るいは海水注入を中断してしまったら、どうなっただろうと

考えざるを得ない。（中略）全電源喪失で本来自動的に ECCS

（筆者補記：非常用炉心冷却装置）がすべての機能を失い復

旧の見込みもないから、消防車を使って何としてでも原子炉

に水を注水しようとしているのである。淡水がなくなれば海

水を使うのは当然であって、判断の余地などない行為なので

ある。しかもこのように厳しい作業環境においては、一度注

水を止めてしまったら、また注水できるとは限らない。現場

の人たちの命を懸けた努力と勇気ある決断に、ただただ頭が

下がるのである」と述べている[13]。二見は、海水注入を中

断した場合、溶融燃料が流下し、原子炉格納容器の鋼板と溶

融燃料の浸食範囲がなくなり、さらに状況が悪化するリスク

が高まっていた可能性があると述べている。状況悪化を避け

るという事故対応効率性の観点では、海水注入を止める判断

はありえないとしている[14]。 

さらには、官邸関係者からも海水注入が必要だったとの指

摘があがっている。細野豪志は、海水注入が待ったなしの状

況だったと述べている。細野は、淡水は発電所構内の防火水

槽にあったが、そこから 1 号機まで持ってくるのが非常に困

難な状況であり、消防車で運んで注水していたものの、現場

は散乱しており作業の時間がかかり効率が悪く、海水が現実

的な選択肢と考えていたと述べている[15]。細野は、がれき

が散乱した現場状況を踏まえつつ、海水注入が必要だった点

を指摘している。総じて、吉田の海水注入継続の判断は、問

題が山積する事故対応を効率的に改善したと評価される。 

 

3.命令違反の条件 

本局面では、多くの専門家からの指摘がある通り、積極的

な海水注入が必要な状況だった。その点を踏まえると、菅の



発言は、大別して 2点の問題があった。 

一つ目の菅発言の問題は、反社会的な命令だった点であ

る。菅の命令である海水注入を止めた場合は、原子力事故が

さらに進展してしまい、誰も福島第一原子力発電所に近づけ

なくなくなるようなリスクが高まる懸念があった。現場を指

揮する吉田は自らの社会的な考え、すなわち「事故を可能な

限り抑え込む」ために命令違反に踏み切らざるをえなかった

といえる。 

二つ目の菅発言の問題は、事故対応を進めるうえで非効率

だった点にある。菅は、この局面において、詳細な状況を知

る吉田へ現場指揮の権限移譲をし、官邸関係者に対しても海

水注入を後押しする明確な指示を出す必要があった。結果的

に菅の発言は、海水注入に関する武黒と吉田との意見対立を

生み、事故処理の効率性をさらに悪化させる要素となった。 

菅の反社会的非効率的命令に対して、東京電力本店本部は

菅の命令を受容し、現場組織の長である吉田へ海水注入中止

の指示を出していた。下位機関が上位機関の命令を受容する

傾向があるのは、権威勾配のメカニズムがその一因とされて

いる。権威勾配に関するミルグラムの実験では、閉鎖的な状

況における権威者の指示に従う人間の心理状況を示している

[16]。 

一方、命令違反に関する先行研究では、命令違反の条件を

次の通り示している。菊澤は、反社会的命令と非効率命令が

発せられた場合には、むしろ命令違反する必要があるとして

いる。上位機関が明らかに反社会的な命令を発した場合や、

明らかに非効率な命令を発した場合は、下位機関はより高い

価値を生み出す命令違反の必要があるとしている[17]。菊澤

はカント的人間観に触れつつ、ポパーの「批判的合理性」に

依拠し、批判によって誤りを排除する姿勢が重要であるとし

ている。 

カント的人間関係とは、自分の目的を達成するために相手

を単なる手段として利用してはならないという人間関係、す

なわち価値をもつ存在であるとみなし、決して相手を自分の

目的達成のための手段として扱わないという人間関係である

[18]。ポパーのいう批判とは、すべてを批判するのではな

く、すべてを肯定するのでもない。どこまで認めるかの境界

や限界線を引くために批判が必要であるとしている。ポパー

は、社会学や政治学の領域においても、もっとも必要な点は

批判的態度の採用であるとしている[19]。 

反社会的非効率的命令を受容者が何も考えずに従えば、組

織は自滅および組織淘汰へと至る。組織や社会を救うため

に、吉田は命令違反という選択肢を選ばざるを得なかった。

 

図表 1 命令違反マトリックス 

菊澤（2007:252 頁）を参照し作成。筆者一部編集。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田は、海水注入をなぜ継続できたのだろうか。危機的状

況下におけるリーダーシップを発揮するためには、人間性や

洞察力を高めるための哲学や思考スタイルを身につける必要

がある。ある現象を見てその背後にある本質を見抜くこと

は、常に問題意識を持ち考える習慣が無ければありえない

[20]。吉田は若い頃から宗教書を読み漁り、禅宗の道元『正

法眼蔵』を座右の書とし、重要免震棟にその書を持ち込んで

いた[21]。現場の吉田の判断は、命綱となった海水注入継続

へとつながったが、その背景として彼独自の哲学が意思決定

の拠り所となっていた。海水注入に関する判断について、吉

田は下記の通り述べている。 

 

（吉田所長）まず、ごく普通の操作であれ

ば、要するにマニュアルだとか、それに従って

実施しなさいということになりますけど、海水

を注入するなんて言うのは、本邦初公開でござ

いますので、インターナショナル初公開みたい

な。 

（質問者）そうですね。世界中で初めてです

ね。 

（吉田所長）初めてですから。もうこのゾー

ンに入ってくると、マニュアルもありませんか

ら、極端なこと、私の勘といったらおかしいん

ですけれども、判断でやる話だというふうに考

えておりました。 

（質問者）そうすると、そこでいろんな思惑

があったり、それから判断があったりして、止

めろだの、やめろだの、待っていろだの、何か



そんなことを言うと、それは雑音だと考える。 

（吉田所長）考えます[22]。 

 

福島原子力事故の現場マネジメントを任されていた吉田自

身もマニュアルのない中での判断を求められていたが、官邸

の命令を無視し、重要な局面においては自身の判断を貫いて

いた。結果として、1号機の海水注入の継続判断では、更な

る放射性物質放出を抑制していた。 

 

4.結論と課題 

福島原発事故独立検証委員会は、「事後的・客観的に見て

現場の判断が正しかったとしても、上位機関の命令・指示に

従わない対応をとることは大きな問題がある。こうした重大

事態において最終責任を負うのはあくまで上位機関であり、

下位機関が「自分の責任」で指示と異なる行動をとることは

本来であれば許されない」との評価をしていた。しかし、わ

れわれは福島原発事故独立検証委員会の評価を修正する必要

があると考えている。 

本事例の検証から導かれる新たな仮説は、次の通りとな

る。上位機関である官邸から反社会的非効率な命令が発せら

れ、東京電力本店本部は命令を受容し現場に同様の命令を発

したが、現場の吉田は命令違反を断行し海水注入を継続し

た。吉田による海水注入継続の判断は、放射性物質放出を抑

制し、現場作業の効率性確保に貢献した。過酷事故におい

て、上位機関から反社会的非効率的命令が発せられた場合

は、より高い価値を得るための下位機関による命令違反が求

められる。われわれは、上記の新仮説を呈示する。 

今後の課題は２点ある。第一に、面従腹背に伴う関係者間

のコミュニケーションリスクである。菅の命令を無視した結

果、その後の官邸と東京電力の対応でコミュニケーション上

の支障が生じた。面従腹背に伴う関係者のコミュニケーショ

ンリスクは、残された研究課題である。 

第二に、エンパワーの問題である。福島原子力事故では、

原子力発電所に関する知識と多くの現場情報を持つ吉田に対

して、現場対応の権限をエンパワーする必要があった。しか

し、部分的な原子力知識と現場情報しか持たない官邸が反社

会的非効率命令を出し続ける問題が発生した。今後の課題

は、過酷事故に際し、判断できる人間にエンパワーするため

の経営システムへと絶えず改善を続けること、これである。 
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視察機会をいただいた。視察に当たり、現地職員のみなさ

ま、岡本孝司教授（東京大学）、三輪修一郎准教授（東京大

学）、田中健一先生（エネルギー総合工学研究所）に多大な

るご指導をいただいた。深く感謝を申し上げたい。 

埼玉大学の大石直樹ゼミのみなさまには、予稿に対して貴

重なコメントをいただいた。心より感謝を申し上げたい。 
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